
朝日村高校生通学支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、朝日村高校生通学支援事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することにより保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て世代へ

の切れ目のない支援を行うことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 学校 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定された高等学校

及び高等専門学校をいう。 

(２) 生徒 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定された高等学校

及び高等専門学校に通う者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の補助対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、朝日村

の住民基本台帳に登録があり、次の各号のいずれにも該当する生徒を持つ保護

者で村長が認めた者とする。 

(１) 朝日村の住民基本台帳に登録がある生徒又は保護者の世帯から通学のた

め転出している生徒 

(２) 入学時から18歳に到達後の最初の３月31日までの間にある生徒であって、

当年度の５月１日において学校へ就学している生徒 

（補助金の額） 

第４条 補助金の金額は、生徒１人につき１年間当たり50,000円とする。 

（補助金交付申請及び請求） 

第５条 補助金を申請する者は、次に定める書類を村長に提出しなければならな

い。 

(１) 朝日村高校生通学支援事業補助金申請書兼請求書（様式第１号） 

(２) 生徒手帳の写し又は在学証明書等の在学を証明できる書類 

(３) 健康保険証の写し 

(４) 申請者本人の預金通帳又はキャッシュカードの写し等の振込指定口座の

確認ができる書類 

２ 補助金の申請期間は、毎年度５月１日から６月30日までとする。 

（交付決定） 

第６条 教育委員会は、前条による申請書兼請求書を審査し、適正であると認め

る場合は、村長が交付決定を行う。この場合において、補助対象者に対する交

付可否決定の通知は、行わないものとする。 



（交付方法） 

第７条 補助金の交付方法は、前条で申請のあった指定口座へ振り込む方法によ

るものとする。 

（補助金の返還） 

第８条 村長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は虚偽その他不正な

行為により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消

すとともに、既に交付した補助金を返還させることができる。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


